
会社の 酒気帯び デッチ上げが鮮明に！「 」
報復処分撤回裁判証人尋問終わる

７
月

日
と

日
、
東
京

11

13

地
方
裁
判
所
で
報
復
処
分
撤

回
裁
判
第
１
回
と
第
２
回
証

人
尋
問
が
開
催
さ
れ
ま
し

た
。
両
日
と
も
１
０
０
名
以

上
も
の
組
合
員
・
Ｏ
Ｂ
が
結

集
し
ま
し
た
。

新
幹
線
地
本
は
開
廷
前
、

東
京
駅
周
辺
で
ビ
ラ
配
布
行

動
を
展
開
し
、
Ｊ
Ｒ
東
海
が

労
働
組
合
破
壊
の
た
め
に
行

っ
て
い
る
不
当
労
働
行
為
を

市
民
に
訴
え
ま
し
た
。

会
社
は
、
私
た
ち
の
ビ
ラ

配
布
行
動
に
対
し
、
管
理
者

を
大
量
に
配
置
し
て
監
視
・

威
圧
な
ど
の
妨
害
行
為
を
行

っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

私
た
ち
は
妨
害
に
屈
す
る
こ

と
な
く
整
然
と
ビ
ラ
配
布
行

動
を
貫
徹
し
ま
し
た
。

第
１
回
証
人
尋
問
は
、
会

社
側
か
ら
小
川
助
役
、
斉
藤

総
務
科
長

脇
運
転
科
長(

い

、

ず
れ
も
当
時)

が
出
廷
し
、

証
言
を
行
い
ま
し
た
。
会
社

側
証
人
は
主
尋
問
で
は
、
は

っ
き
り
と
し
た
声
で
証
言
し

て
い
ま
し
た
が
、
組
合
側
弁

護
士
に
よ
る
反
対
尋
問
で

は
、
声
も
弱
々
し
く
な
り
肝

心
な
場
面
で
「
覚
え
て
い
な

い
」
な
ど
と

嘯

き
、
さ
ら

う
そ
ぶ

な
る
追
及
で
シ
ド
ロ
モ
ド
ロ

な
証
言
に
終
始
し
ま
し
た
。

あ
ま
り
に
も
不
甲
斐
な
い

会
社
側
証
人
の
証
言
に
よ

り
、
組
織
破
壊
を
目
的
と
し

た
Ｊ
Ｒ
東
海
労
役
員
の
狙
い

撃
ち
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

と
な
り

「
酒
気
帯
び
」
が

、

デ
ッ
チ
上
げ
で
あ
っ
た
こ
と

が
改
め
て
浮
き
彫
り
に
な
り

ま
し
た
。

第
２
回
証
人
尋
問
で
は
、

本
部
淵
上
委
員
長
、
東
二
運

分
会
斉
藤
書
記
長
が
証
言
台

に
立
ち
、
会
社
の
不
当
性
を

訴
え
ま
し
た
。
淵
上
委
員
長

は
、
会
社
の
こ
の
間
の
Ｊ
Ｒ

東
海
労
敵
視
の
姿
勢
や
不
当

労
働
行
為
に
つ
い
て
証
言
し

ま
し
た
。
そ
し
て

「
デ
ッ

、

チ
上
げ
」
さ
れ
た
当
日
、
斉

藤
書
記
長
が
全
く
酒
の
臭
い

が
し
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
を

具
体
的
に
証
言
し
ま
し
た
。

斉
藤
書
記
長
は
、
当
日
会
社

の
対
応
が
い
か
に
異
常
で
あ

っ
た
の
か
を
証
言
し
ま
し

た
。会

社
側
弁
護
士
に
よ
る
反

対
尋
問
で
は
、
両
者
と
も
、

堂
々
と
証
言
し
ま
し
た
。

証
人
尋
問
終
了
後
、
報
告

集
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
13

日
の
報
復
処
分
撤
回
裁
判
口

頭
弁
論
勝
利
集
会
で
、
裁
判

の
状
況
説
明
を
行
っ
た
長
島

「

、

弁
護
士
は

会
社
側
証
人
は

反
対
尋
問
に
な
る
と
ど
ん
ど

ん
追
い
込
ま
れ
て
『
記
憶
に

な
い
』
の
連
発
で
あ
っ
た
。

組
合
側
証
人
は
、
反
対
尋
問

で
具
体
的
な
こ
と
を
質
問
さ

れ
れ
ば
、
よ
り
鮮
明
な
証
言

」

、

を
す
る
こ
と
が
で
き
た

と

証
人
尋
問
が
成
功
し
た
こ
と

が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。

淵
上
委
員
長
は
「
前
段
の

ビ
ラ
配
布
行
動
に
お
け
る
会

社
の
妨
害
に
つ
い
て
も
、
Ｊ

Ｒ
東
海
労
破
壊
を
目
的
と
し

た
不
当
労
働
行
為
で
あ
る
こ

と
や
、
こ
の
間
の
最
高
裁
判

所
で
の
会
社
の
不
法
行
為
の

数
々
な
ど
を
暴
露
す
る
こ
と

が
で
き
た
」
と
、
斉
藤
書
記

長
は
「
会
社
側
弁
護
士
か
ら

か
な
り
の
追
及
を
覚
悟
し
て

い
た
が
、
ト
ン
チ
ン
カ
ン
な

質
問
ば
か
り
だ
っ
た
」
と
証

言
の
報
告
を
行
い
ま
し
た
。

法
廷
で
の
闘
い
が
貫
徹
し

た
こ
と
や
、
最
後
ま
で
予
断

を
許
さ
ず
闘
う
こ
と
を
全
体

で
確
認
し
ま
し
た
。

原
発
・
脱
原
発
の
世
論
が
形

成
さ
れ
た
。
原
発
は
無
く
て

も
電
力
は
充
分
、
と
い
う
の

が
常
識
化
し
つ
つ
あ
っ
た
。

▼
そ
の
後
、
危
機
感
を
抱
い

た
原
発
推
進
派
は
、
反
撃
に

打
っ
て
出
て
い
る
。
電
力
不

足
を
扇
ぐ
電
力
会
社
、
マ
ス

コ
ミ
は
そ
の
最
前
線
に
立
っ

た
。
関
西
電
力
大
飯
原
発
再

稼
働
を
巡
る
問
題
は
、
単
に

関
西
地
方
の
電
力
の
問
題
で

は
な
く
、
今
後
の
日
本
の
原

子
力
政
策
が
左
右
さ
れ
る
問

題
と
し
て
重
要
な
ウ
エ
イ
ト

を
占
め
る
。
最
近
「
大
飯
原

発
再
稼
働
歓
迎
」
と
新
聞
紙

面
に
登
場
し
た
葛
西
会
長

は
、
個
人
の
意
思
は
勿
論
、

原
発
推
進
派
の
代
表
と
し
て

本
質
を
現
し
た
も
の
と
い
え

る
だ
ろ
う
▼
原
発
は
単
に
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
問
題
で
は
な

。

、

い

核
武
装
を
中
心
と
し
た

更
に
日
米
同
盟
を
中
心
と
し

た
軍
事
戦
略
の
問
題
で
も
あ

る
。
葛
西
会
長
が
『
読
売
新

聞
』
紙
上
で
展
開
し
た
、
あ

の
野
田
首
相
絶
賛
・
菅
前
首

相
糾
弾
の
論
文
で
あ
る
。
野

田
首
相
に
変
わ
る
や
否
や
、

原
発
再
稼
働
の
み
な
ら
ず
、

同
時
に
普
天
間
問
題
、
集
団

的
自
衛
権
の
解
釈
を
め
ぐ
る

問
題
、
オ
ス
プ
レ
イ
配
備
が

急
速
進
め
ら
れ
て
い
る
▼
葛

西
会
長
が
評
価
し
た
点
は
、

そ
れ
ら
の
「
総
合
的
判
断
」

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
原
発

＝
軍
事
戦
略
と
い
う
基
本
を

し
っ
か
り
持
と
う
。
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東
日
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大
震
災
か
ら

１
年
４
ヶ
月
経
過
し

た
。
震
災
直
後
は
、
福

島
第
一
原
発
事
故
で
反

汽 笛
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第
１
８
０
回
通
常
国
会
は

日
間
の
会
期
延
長
が
決
ま

79

。

、

り
ま
し
た

延
長
の
目
的
は

民
主
・
自
民
・
公
明
の
３
党

間
で
「
合
意
」
し
た
「
社
会

保
障
・
税
の
一
体
改
革
関
連

法
案
」
を
今
国
会
で
成
立
さ

せ
る
た
め
で
す
。

私
は
、
こ
の
法
律
案
に
賛

成
す
る
こ
と
は
到
底
で
き
ま

せ
ん
。
こ
の
機
会
に
仲
間
の

皆
様
に
私
の
考
え
を
お
伝
え

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
は
、
こ
の
法
案
に
は
反

対
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
主
権

者
た
る
国
民
と
の
約
束
を
反

故
に
す
る
背
信
行
為
だ
か
ら

で
す
。
野
田
総
理
大
臣
は
２

０
０
９
年
８
月
大
阪
で
の
街

頭
演
説
に
お
い
て

「
シ
ロ

、

ア
リ
を
退
治
し
て
、
天
下
り

法
人
を
な
く
し
て
、
天
下
り

を
な
く
す
。
そ
こ
か
ら
始
め

な
け
れ
ば
、
消
費
税
を
上
げ

る
話
は
お
か
し
い
ん
で
す
」

な
ど
と
明
言
し
天
下
り
の
禁

止
と
行
政
改
革
の
断
行
な
し

に
消
費
税
を
上
げ
る
こ
と
は

お
か
し
い
と
力
強
く
訴
え
ま

し
た
。
ま
た
鳩
山
元
総
理
大

臣
も
「
４
年
間
は
消
費
税
を

上
げ
な
い
」
と
国
民
に
約
束

し
ま
し
た
。

第
二
は
、
野
田
内
閣
の
消

費
増
税
案
に
は
、
国
民
の
皆

様
に
約
束
し
た
社
会
保
障
制

度
の
抜
本
改
革
の
諸
政
策
が

撤
回
や
棚
上
げ
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
す
。
マ
ニ
ュ
フ
ェ
ス

ト
の
根
幹
部
分
の
社
会
保
障

制
度
の
構
築
を
放
棄
す
る
よ

う
な
形
で
「
社
会
保
障
・
税

の
一
体
改
革
関
連
法
案
」
を

闇
雲
に
『
合
意
』
し
国
会
議

員
の
審
議
権
を
奪
う
よ
う
な

形
で
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
正

に
、
財
務
官
僚
の
思
惑
通
り

の
法
案
で
す
。

第
三
は
、
長
期
に
わ
た
る

デ
フ
レ
不
況
下
の
日
本
の
景

気
へ
の
考
察
も
配
慮
も
き
ち

ん
と
対
策
さ
れ
て
い
な
い
か

ら
で
す
。
多
く
の
エ
コ
ノ
ミ

ス
ト
や
有
識
者
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
増
税
後
の
景

気
後
退
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。

既
得
権
益
層
の
利
益
を
優

先
す
る
自
民
党
政
治
に
「
Ｎ

Ｏ
！
」
を
突
き
つ
け
て
、
政

治
を
国
民
の
手
に
取
り
戻
す

こ
と
を
約
束
し
て
政
権
交
代

を
果
た
し
た
民
主
党
が
、
自

民
・
公
明
両
党
と
組
ん
で
、

財
務
省
の
描
い
た
筋
書
き
に

乗
り
国
民
の
生
活
を
顧
み
な

い
法
案
を
成
立
さ
せ
よ
う
と

し
て
い
ま
す
。
こ
の
重
要
な

局
面
で
、
私
に
は
「
反
対
」

以
外
の
選
択
肢
は
残
っ
て
い

な
い
と
考
え
ま
す
。

私
は
、
東
日
本
大
震
災
か

ら
の
復
旧
・
復
興
の
道
筋
も

示
さ
れ
て
い
な
い
と
の
現
状

認
識
に
立
っ
て
い
ま
す
。
福

島
第
一
原
発
事
故
の
原
因
究

明
も
被
曝
や
汚
染
の
被
害
拡

大
の
責
任
追
及
も
な
さ
れ
ず

に
、
大
飯
原
発
の
再
稼
働
に

突
き
進
む
こ
と
は
到
底
容
認

で
き
ま
せ
ん
。
農
業
を
破
壊

す
る
だ
け
で
な
く
労
働
者
の

雇
用
と
生
活
を
脅
か
す
Ｔ
Ｐ

Ｐ
参
加
に
は
反
対
と
の
立
場

を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

政
権
与
党
の
一
員
で
は
あ

り
ま
す
が
、
組
合
員
の
仲
間

と
の
共
通
の
認
識
に
立
脚
し

行
動
し
て
い
ま
す
。
仲
間
の

雇
用
と
労
働
条
件
と
生
活
を

守
る
こ
と
を
第
一
義
に
考
え

日
々
活
動
し
て
い
ま
す
。

組
合
員
の
皆
さ
ん
、
私
の

行
動
に
ど
う
ぞ
ご
理
解
を
い

た
だ
き
、
引
き
続
き
の
応
援

を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

「

」「

」

内
灘
闘
争

砂
川
闘
争

の
ビ
デ
オ
鑑
賞
で
始
ま
り
、

講
演
と
し
て
金
時
鐘
（
キ
ム

・
シ
ジ
ョ
ン
）
氏
か
ら
「
吹

田
事
件
」
の
報
告
を
受
け
ま

し
た
。

ま
た
、
与
那
国
島
で
の
自

衛
隊
配
備
反
対
闘
争
の
現
状

・
報
告
が
あ
り
、
更
に
は
、

韓
国
労
働
者
か
ら
の
連
帯
と

・
挨
拶
を
受
け
ま
し
た
。
最

後
に
海
勢
頭
豊
さ
ん
と
大
池

中
学
Ｐ
Ｔ
Ａ
親
父
バ
ン
ド
な

ど
の
演
奏
が
行
わ
れ
ま
し

た
。新

幹
線
関
西
地
本
は
今
集

会
の
実
行
委
員
会
と
し
て
参

加
し
ま
し
た
。
各
地
本
か
ら

も
多
く
の
組
合
員
・
家
族
が

参
加
し
て
き
ま
し
た
。

（２）第３２２号 Ｊ Ｒ 東 海 労 ２０１２年（平成２４年）７月１７日

６
月

日
、
東
京
地
区
分

29

会
山
本
修
さ
ん
は
、
不
当
な

強
制
出
向
延
長
に
対
し
、
東

京
地
方
裁
判
所
に
労
働
審
判

申
し
立
て
を
行
い
ま
し
た
。

山
本
さ
ん
の
若
年
出
向
が

６
月
末
日
で
期
限
が
切
れ
る

こ
と
か
ら
、
会
社
は
新
幹
線

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
東
海
（
Ｓ
Ｍ

Ｔ
）
へ
の
出
向
を
強
制
し
て

き
ま
し
た

面
談
で
は

希

。

、「

望
を
聞
き
に
来
た
わ
け
で
は

な
い

「
私
が
判
断
す
る
な

」

ら
車
両
所
に
は
し
ま
せ
ん
」

と
、
会
社
は
一
方
的
に
出
向

を
押
し
つ
け
て
き
た
の
で

す
。山

本
さ
ん
は
、
１
９
８
６

年
広
域
異
動
で
北
海
道
か
ら

上
京
、
国
鉄
改
革
を
先
頭
で

担
い
、
車
両
所
で
事
務
係
と

し
て
勤
務
し
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
Ｊ
Ｒ
東
海
労
結
成

後
Ｊ
Ｒ
東
海
労
組
合
員
で
あ

る
山
本
さ
ん
は
、
事
務
室
か

【
解
説
】
労
働
審
判
制
度

２
０
０
６
（
平
成

）
年
４
月
に
施
行
さ
れ
た
労
働
審

18

判
法
に
基
づ
き
、
事
業
主
と
労
働
者
個
人
の
間
の
労
働
紛

争
を
迅
速
に
解
決
す
る
た
め
の
制
度
。
労
働
審
判
官
（
地

方
裁
判
所
の
裁
判
官
）
１
名
と
、
労
働
関
係
に
関
す
る
専

門
的
な
知
識
と
経
験
を
も
つ
労
働
審
判
員
２
名
と
で
組
織

さ
れ
る
労
働
審
判
委
員
会
が
、
原
則
と
し
て
３
回
以
内
の

審
理
を
行
い
労
働
審
判
を
出
す
。
第
１
回
の
審
理
は
申
し

立
て
か
ら

日
以
内
に
開
か
れ
る
。
審
判
は
「
和
解
」
と
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同
じ
効
力
を
持
つ
。
審
判
に
異
議
が
あ
れ
ば
訴
訟
に
移
行

す
る
。

ら
机
ご
と
追
い
出
さ
れ
る
な

ど
の
不
当
差
別
を
受
け
ま
し

た
。
そ
の
後
、
新
横
浜
事
業

管
理
所
へ
の
配
転
、
新
横
浜

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
開
発
出
向
、

Ｓ
Ｍ
Ｔ
出
向
と
、
若
年
出
向

が
続
い
て
き
ま
し
た
。
本
体

の
Ｊ
Ｒ
か
ら
離
れ
て14

年
も

経
過
し
ま
し
た
。
こ
の
間
に

も
山
本
さ
ん
は
、
元
職
場
の

山
本
さ
ん
を
元
職
場
に
戻
せ
！

東
京
地
裁
に
労
働
審
判
申
し
立
て

復
帰
を
希
望
し
て
い
ま
し
た

が
、
会
社
は
こ
と
ご
と
く
拒

否
し
て
き
た
の
で
す
。

今
回
の
労
働
審
判
の
最
大

の
争
点
は
、
労
使
双
方
で
確

認
し
た
「
本
人
の
理
解
を
得

る
取
り
組
み
を
行
う

（

社

」
「

員
の
出
向
に
関
す
る
協
定
」

６
月

日
、
メ
ル
パ
ル
ク

24

・
新
大
阪
で
朝
鮮
戦
争
反
対

「
吹
田
事
件
」

周
年
記
念

60

集
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

集
会
に
は
、
１
０
０
０
名
を

超
え
る
労
働
者
・
市
民
が
参

加
し
ま
し
た
。
１
９
５
０
年

代
の
反
基
地
闘
争
で
あ
る

付
属
事
項
２
出
向
発
令
）
と

い
う
解
釈
に
つ
い
て
で
す
。

会
社
は
こ
の
間
、
職
場
内

組
合
活
動
（
施
設
管
理
権
問

題

、
苦
情
処
理
会
議
の
非

）
公
開
の
認
識
な
ど
、
協
約
の

条
文
を
め
ぐ
り
、
会
社
に
都

合
の
良
い
解
釈
を
一
方
的
に

押
し
つ
け
て
き
ま
し
た
。

今
回
の
山
本
さ
ん
の
問
題

に
つ
い
て
も
同
様
で
す
。
会

社
に
よ
る
身
勝
手
な
解
釈
を

許
さ
ず
、
国
鉄
改
革
で
苦
労

し
た
山
本
さ
ん
の
職
場
復
帰

た
め
に
全
職
場
か
ら
共
に
闘

い
ま
し
ょ
う
。

朝
鮮
戦
争
反
対
「
吹
田
事
件
」

周
年
記
念
集
会

60

新
幹
線
関
西
地
本
が
実
行
委
員
を
担
う

田
城
議
員便

り

【
解
説
】
吹
田
事
件

１
９
５
２
（
昭
和

）
年
６
月

日
、
大
阪
府
豊
中
市

27
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の
朝
鮮
戦
争
勃
発
２
周
年
記
念
前
夜
祭
に
集
ま
っ
た
労
働

者
、
朝
鮮
人
、
学
生
が
、
集
会
後
か
ら
翌
朝
に
か
け
吹
田

操
車
場

吹
田
駅
ま
で
反
戦
・
軍
事
輸
送
反
対
の
デ
モ

約

、

（

９
０
０
人
）
を
行
い
、
警
官
隊
と
衝
突
し
た
事
件
。
大
阪

地
検
は
１
０
７
人
を
起
訴
、
事
件
を
「
日
本
共
産
党
の
軍

、

」

、

事
行
動
計
画
と

と
ら
え
騒
乱
罪
成
立

と
主
張
し
た
が

立
証
上
、
重
要
な
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
る
供
述
調
書
の
大
半

を
「
任
意
性
な
し
」
と
し
て
却
下
さ
れ
、
１
９
６
３
年
６

月
の
一
審
は
騒
乱
罪
不
成
立
と
な
っ
た
。
つ
い
で
１
９
６

８
年
７
月
の
二
審
は
、
威
力
業
務
妨
害
罪
で

人
が
有
罪
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と
さ
れ
た
が
、
騒
乱
罪
は
不
成
立
。
１
９
７
２
年
３
月
、

５
被
告
の
上
告
を
最
高
裁
が
棄
却
し
た
。
メ
ー
デ
ー
、
大

須
と
並
び
戦
後
三
大
騒
乱
事
件
の
一
つ
と
い
わ
れ
た
。

写
真
は
抗
議
集
会


